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水俣病医学の問題と
共通診断書の意義

神経内科リハビリテーション協立クリニック
高岡 滋

食中毒の診断プロセス

中毒症として診断されるのは、
曝露と関連症状の発症の両方が「ある」と揃う時。

曝露歴があれば、関連症状が何であれ、
症状があれば中毒症患者

病因物質【中毒物質】
の暴露・症状とは
【AND】でつなぐ

多様な関連症状の発症
【OR】でつなぐ

毒性学におけるリスク･アセスメントの手法

危険の同定
• 構造-活性相関

• in vitro (試験管) 試験

• 動物を用いた試験

• 疫学

Faustman EM, Omenn GS. Chapter 4. Risk Assessment. In: Klaassen CD, editor.
Casarett and Doull's TOXICOLOGY The Basic Science of Poisons. New York: McGraw Hill Education; 2013. p. 123-49
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ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ生産停止 「52年判断条件」

水俣診療所
設立

椿の水俣病診断要項

1980年77

水俣病
発見

新潟水俣病
発見

水俣病
認定

熊本大学
二次研究班

水銀ﾊﾟﾆｯｸ
専門家会議

水俣協立病院
設立

74 78
1960年 1970年

水俣病認定
検討会

75

二次訴訟
福岡高裁判決

85

専門家会議

井形昭弘
1971～93
鹿児島大学

原田正純
1959～2012

徳臣晴比古
1946～82
熊本大学

椿忠雄
1965～80
新潟大学

立津政順
1961～80

藤野糺
1968～

岡嶋透
熊本大学

原因解明

59

1 2

3 4



2024/5/31

2

桂島研究（1974～79）
汚染地域 と 非汚染地域の比較

桂島

奄美

桂島研究の結果

桂島住民の神経症候の組み合わせ

転入
成人

転出
成人

居住若年者
居住
成人

C0B0A4A3A2A1A0

(7名)(34名)(13名)(8名)(7名)(12名)(45名)
612A. [感]+[聴]+[視]+[失]+[構]

110117B. [感]+[聴][視][失][構]のうち3つ

47210C. [感]+[聴][視][失][構]のうち2つ

743D. [感]+[聴][視][失][構]のうち1つ
221651E. [感]

22F. [聴][視][失][構]のうち1～4つ

1281G. [感][聴][視][失][構]のないもの

[感]－四肢末梢性障害タイプの感覚障害 A0: 1945年以前、出生 B0: 1950～67年、転出
[聴]－聴力障害 A1: 1946～53年、出生 C0: 1957～69年、転入
[視]－求心性視野狭窄 A2: 1954～60年、出生
[失]－運動失調 A3: 1961～66年、出生
[構]－構音障害 A4: 1967～72年、出生

水俣病第二次訴訟福岡高裁判決（1985年8月）

• 「メチル水銀曝露＋四肢末端の感覚障害」で水俣病と認めた。

水俣病第三次訴訟→水俣病政治解決（1996年）

• 「メチル水銀曝露＋四肢末端の感覚障害」基準で、11,540名を救済。
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水俣病関西訴訟最高裁判決（2004年10月）
における水俣病の基準

• 舌先の二点識別覚に異常のあるもの
• 指先の二点識別覚に異常があり、頚椎狭窄などの影響が

ないもの
• 家族内に認定患者がいて、四肢末梢優位の感覚障害があ

るもの
• 死亡などの理由で二点識別覚検査を受けていない時は、

口周囲の感覚障害あるいは求心性視野狭窄があったもの

共通診断書の診断基準

魚介類を介したメチル水銀の曝露歴があり、
A) 四肢末梢優位の表在感覚障害を認めるもの。（蓋然性確率：藤野100%、

精神神経学会99%以上）
B) 全身性表在感覚障害を認めるもの。 （立津99%、藤野100%）
C) 舌の二点識別覚の障害を認めるもの。
D) 口周囲の感覚障害を認めるもの。 （立津96.2%、藤野100%）
E) 求心性視野狭窄を認めるもの。 （藤野92.5%、立津96.5%）
F) 上記A～Eに示す身体的な異常所見を認めないものの、魚介類を介した

メチル水銀の濃厚な曝露歴があり、メチル水銀によるもの以外に原因が
考えられない、大脳皮質障害と考えられる知的障害、精神障害、または
運動障害を認めるもの。

共通診断書の書式

共通

診断書

神経所見

部分
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メチル水銀被曝露者の症状
～ 「いつも」あるもの～ (n=973)

Takaoka et al. 2018 Toxics

メチル水銀被曝露者の症状
～「いつも」または「時々」あるもの～ (n=973)

Takaoka et al. 2018 Toxics

メチル水銀被曝露者の神経徴候 (n=973)

Takaoka et al. 2018 Toxics

感覚障害の所見の取り方

① 原則として、触覚検査は筆、痛覚検査は痛覚針を用いる。

② 触覚と痛覚は、胸部と四肢、胸部と口周囲との比較をおこなう。

③ 胸部の感覚が鈍い症例もあるため、患者によっては上肢下肢の各近

位部と遠位部の比較も必要である。

④ 筆による触覚検査は、皮膚を軽く撫でるようにして検査する。

⑤ 特に、受診者の緊張が強い時や、返答が遅い時、曖昧な時には、閉

眼状態でリラックスさせたり、感じたままをそのまま答えるように被検

者に指示するなどの方法を用いる。

⑥ 体幹部の痛覚については、痛覚針に対する逃避反応や表情などから

推定することができる。
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原因確率の考え方
汚染地域20% 非汚染地域 1%

四肢の感覚障害あり 四肢の感覚障害なし汚染がなくとも発生する感覚障害

感覚障害 －

感覚障害
＝

20%
20%－1% ＝95%汚染がなくとも発生する感覚障害

汚染地域の水俣病は、自覚症状だけでも診断できた
——1994年の水俣協立病院でのこむらがえり調査——

合計なし1/年以下1/年以上1/月以上1/週以上毎日累計発症頻度

3543129292413認定患者

10469897907331総合対策医療事業対象患者

10456484229187その他の水俣の外来患者

32248732熊本（コントロール）

合計なし1/年以下1/年以上1/月以上1/週以上毎日累計発症割合

100%11.4%88.6%82.9%82.9%68.6%37.1%認定患者

100%5.8%94.2%93.3%86.5%70.2%29.8%総合対策医療事業対象患者

100%53.8%46.2%40.4%27.9%17.3%6.7%その他の水俣の外来患者

100%75.0%25.0%21.9%9.4%6.3%0.0%熊本（コントロール）

1/年以下1/年以上1/月以上1/週以上毎日蓋然性確率

71.8%73.6%88.7%90.9%100.0%認定

73.5%76.5%89.2%91.1%100.0%総合対策医療事業対象患者

45.8%45.8%66.4%63.9%100.0%その他の水俣の外来患者

感覚障害は、
メチル水銀中毒症の最底辺の症状ではない

いつもある
症状

いつも＋
時々ある
症状

神経所見

診察で感覚障害がなくとも、
他の自覚症状や神経所見は、
頻度は低いが、感覚障害の
あるものと、ほぼ同様である。

水俣病の診断基準は４つ

• 環境庁事務次官通知（1971年8月7日）

• 椿忠雄の診断要項（1972年10月） ← 新潟疫学調査結果

• 昭和52年判断条件（1977年7月1日） ← 医学的根拠なし

• 共通診断書（2006年4月） ← 1970～2000年データ

（その後のデータも診断基準を支持）
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環境庁事務次官通知(1971年8月7日)
第一 水俣病の認定の要件

⑴水俣病は、魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起る神経系疾患であっ て、次のような症状を呈する
ものであること。

（イ）後天性水俣病…四肢末端、口囲のしびれ感にはじまり、言語障害、歩行障害、求心性視野狭窄、難聴などをきたすこ
と。また、精神障害、振戦、痙攣その他の不随意連動、筋強(硬)直などをきたす例もあること。主要症状は求心性視野狭窄、
運動失調(言語障害、歩行障害を含む)、難聴、知覚障害であること。

（ロ）胎児性または先天性水俣病…知能発育遅延、言語発育障害、咀嚼嚥下障害、運動機能の発育遅延、協調運動障害、流
涎などの脳性小児マヒ様の症状であること。

⑵上記⑴の症状のうちいずれかの症状がある場合において、当該症状のすべてが明らかに他の原因によるものであると認め
られる場合には水俣病の範囲に含まないが、当該症状の発現 または経過に関し魚介類に蓄積された有機水銀の経口摂取の
影響が認められる場合には、他の原因がある場合であっても、これを水俣病の範囲に含むものであること。なお、この場合
において「影響」とは、当該症状の発現または経過に、経口摂取した有機水銀が原因の全部または一部として関与している
ことをいうものであること。

⑶⑵に関し、認定申請人の示す現在の臨床症状、既往症、その者の生活史および家族における同種疾患の有無等から判断
して、当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、法の趣旨に照らし、
これを当該影響が認められる埸合に含むものであること。

第二 軽症者の認定に関して、「汚濁の影響があるか否かの事実を判断すれば足りること」で「その症状の軽重を考慮する
必要はない」と述べた。

椿忠雄の診断要項
(a)神経症状発現以前に阿賀野川の川魚を多量に摂取していたこと
(b)頭髪(または血液,尿)中の水銀値が高値を示し たこと*
(c)下記の臨床症候を基本とすること**

(1)知覚障害(しびれ感，知覚鈍麻)
(2)求心性視野狭窄
(3)聴力障害
(4)小脳症候(言語障害，歩行障害，運動失調，平衡障害)

(d)類似の症候を呈する他の疾患を鑑別できること***

*この値は水銀摂取を止めれば，数カ月以内に正常に復するので，川魚摂取時期との関連において考慮すること。また，その時期の水銀値が
不明の場合，で きるだけ状勢判断を行なうこと。例えば同一家族で食生活を共にしていたものの中に水俣病患者があったり，頭髪などの水
銀値が髙値を示したものがあれば重視すること。

**以下の4症候をすべて具備しなければならないわけではない。また，知覚障害は数も頻度が高く，特に 四肢末端，口囲，舌に著明である
こと，またこれが 軽快し難いことを重視する.

***糖尿病などによる末梢神経障害，脳血管障害，頸椎症，心因性疾患は，特に注意を要する。ただし，上記の疾患をもっていても，患者の
症候がそれのみで説明し難い場合は，水俣病と診断することができる。

後天性水俣病の判断条件について（通知）
（環境保健部長通知，昭和52年7月1日）

その他の
症候の
組合せ

中枢性
障害

(耳鼻科)

中枢性
障害

(眼科)

求心性
視野
狭窄

平衡機能
障害運動失調感覚障害症候

組合せ

○○ア

○△○イ(1)

○△○イ(2)

○○○ウ(1)

○○○ウ(2)

○△○エ

ノーモア・ミナマタ2次訴訟・各地裁の判断

新潟地裁熊本地裁大阪地裁
水質二法・違法なし食品衛生法・違法なし食品衛生法・違法なし国・県の責任
経験則を提示するが、蓋
然性を判断できない

因果関係を推認できること
もあるが総合的判断

重要な基礎資料疫学的因果関係

鹿瀬工場より下流域全体対象地域外を認める対象地域外を認める地域的範囲
昭和53年4 月には正常昭和48年12 月まで昭和49年1月まで時間的範囲
否定否定否定頭髪水銀50ppm閾値
ありありあり全身性感覚障害
あり(差が大きくない時は)ありあり[乖離性]感覚障害
あり(著しくない時は)ありあり変動性
10年前後を超えない曝露終了から概ね10年限定できない遅発性
具体的検討による蓋然性は低い非常に低い他疾患の影響
否定起算点は昭和63年否定時効・除斥
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大阪地裁・判決

1. 共通診断書は、水俣病の典型的症候を網羅するだけでなく、他原因と

の鑑別の有力な手掛かりとなる事項についても確認できるものとなって

おり、その評価については第三者による検証が可能である。共通診断

書の症候の記載が一般的に信用性を欠くとはいえない。

2. 公的検診は、水俣病の感覚障害は手袋靴下状の分布をとる四肢末梢

優位の多発神経炎型であるとの前提に基づいて行われているため、全

身性感覚障害の可能性に着目した検査が十分慎重に行われていない

可能性がある。

熊本地裁判決の、診察・診断についての問題点

1. 日本神経学会回答「神経疾患の診断は、専門医による診察が必要」を採用。

2. 神経内科の教科書「神経内科ハンドブック」、「ベッドサイドの神経の診かた」、「平

山神経症候学」では、「表在感覚検査で、胸部との他の部位を比較すると記載され

ていない」、「正常な人は、前胸部と上下肢の感覚が同じ等の記載がない」ことを根

拠に、所見の取り方に疑問を呈した。

（教科書には、2ケ所比較と書かれている。公的検診も胸部と四肢を比較しないと所見は取れない）

3. フォンフライの触毛やティッシュペーパーによる触覚調査で、四肢で閾値が高いも

のが存在したことを根拠に、四肢末梢優位の感覚障害の存在を否定した。

（同じ触覚でも、刺激範囲、絶対/相対閾値、当てる/撫でるの相違によることは証言済み）

4. 公的検診で検診医の名前が匿名化されても、その信用性が減殺されない。

水俣病の表在感覚障害
ノーモア・ミナマタ二次訴訟・各地裁の判断

新潟地裁熊本地裁大阪地裁
水質二法・違法なし食品衛生法・違法なし食品衛生法・違法なし国・県の責任
経験則を提示するが、蓋
然性を判断できない

因果関係を推認できること
もあるが総合的判断

重要な基礎資料疫学的因果関係

鹿瀬工場より下流域全体対象地域外を認める対象地域外を認める地域的範囲
昭和53年4 月には正常昭和48年12 月まで昭和49年1月まで時間的範囲
否定否定否定頭髪水銀50ppm閾値
ありありあり全身性感覚障害
あり(差が大きくない時は)ありあり[乖離性]感覚障害
あり(著しくない時は)ありあり変動性
10年前後を超えない曝露終了から概ね10年限定できない遅発性
具体的検討による蓋然性は低い非常に低い他疾患の影響
否定起算点は昭和63年否定時効・除斥
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数十年レベルでの遅発性水俣病は存在する

2009年9月の検診受診者973名の発症時期

Takaoka et al. 2018 Toxics

水俣病認定・救済状況（2022年4月末時点）

合計鹿児島県熊本県

2,2844931,791水俣病認定（～2022年4月）

11,5402,7068,834政治解決：水俣病・医療手帳（1995年12月～96年7月）

2,794（県別は非公表）ノーモア・ミナマタ訴訟和解(2010年)

53,15615,54337,613特措法：水俣病・被害者手帳（2010年5月～12年7月）

69,77418,74248,238合計

ノーモア・ミナマタ訴訟和解、特措法救済患者55,950名の多くは
数十年の遅発性発症患者

共通診断書の診断基準

魚介類を介したメチル水銀の曝露歴があり、
A) 四肢末梢優位の表在感覚障害を認めるもの。（蓋然性確率：藤野100%、

精神神経学会99%以上）
B) 全身性表在感覚障害を認めるもの。 （立津99%、藤野100%）
C) 舌の二点識別覚の障害を認めるもの。
D) 口周囲の感覚障害を認めるもの。 （立津96.2%、藤野100%）
E) 求心性視野狭窄を認めるもの。 （藤野92.5%、立津96.5%）
F) 上記A～Eに示す身体的な異常所見を認めないものの、魚介類を介した

メチル水銀の濃厚な曝露歴があり、メチル水銀によるもの以外に原因が
考えられない、大脳皮質障害と考えられる知的障害、精神障害、または
運動障害を認めるもの。

29 30
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汚染された範囲の認識の推移

1977年～
公健法

指定地域

1980年～
保健手帳
医療手帳

2009年～
水俣病
特措法

2012年～
ノーモア・ミナマタ
原告患者居住地

2004年11月
調査提案
潮谷知事

有病率調査（2015～2017）

新有病率調査

• 宮野河内地区：70名 2015年10月31日～11月1日
– 男／女＝35／35 人口：206名中、108名受診
– 年齢 69.9±10.8歳（ 51～94歳）

• 姫戸地区：89名 2016年10月9日、23日
– 男／女＝45／44 人口：198名、107名受診
– 年齢 71.4±11.4歳（48～96歳）

• 長島合計：45名 2017年11月4日～5日、12月2日
– 男／女＝29／16 人口：128名中、71名受診
– 年齢 68.3±10.3歳（49～94歳）

• 奄美地域（対照）：70名 2015年11月22日～23日
– 男／女＝21／49 人口：1,043名中、71名受診
– 年齢 71.9±9.9歳 （53～93歳）

本人の職業

33 34

35 36
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魚介類の摂取頻度 魚介類の1日の摂取量（中皿で何皿?）

家族の職業
自覚症状

いつも ある割合

いつも + 時々 ある割合

37 38

39 40
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触痛覚両方の障害 触痛覚両方が障害された場合の原因確率（対人口比）

長島姫戸宮野河内

91.4%94.6%94.1%四肢末梢優位

100.0%100.0%100.0%全身性

93.7%95.1%95.6%四肢末梢

100.0%100.0%100.0%口周囲

93.7%95.1%95.6%左記いずれか

触痛覚いずれかの障害 触痛覚いずれかが障害された場合の原因確率（対人口比）

長島姫戸宮野河内

81.2%84.9%82.9%四肢末梢優位

79.2%86.5%90.8%全身性

79.2%82.4%80.6%四肢末梢

86.1%84.4%87.7%口周囲

79.8%82.4%80.6%左記いずれか

41 42

43 44
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－不作為－

水俣病とはどのような病気か

メチル水銀は、人体にどのような影響を及ぼすか

水俣病にかかわる医学界の誤りの本質

探究することなく、

「放置」

「水俣病と医学の責任」に登場する
国側医師証人らの問題点

• 徳臣水俣病（1957～81年の間、初期数十名のみを報告）

• 椿医師の変節（1973～74年、疫学の役割を否定、水俣病診断を困難と規定）

• 昭和52年判断条件制定への手助け（1975年～、水俣病認定検討会）

• 中央公害対策審議会・環境保健部会・水俣病問題専門委員会（1991年1～11月）

• 日本神経学会の環境省への回答（2018年5月、10月公表）

• 近年の国側医師証人

• 水俣病を知らない、患者を診たことがない、診断方法を知らない、疫学的見地の欠如。

• 専門医も水俣病を知らないのに、専門医でないと水俣病は診断できないと主張。

• メチル水銀中毒症の病態についての無知。（責任病巣、重症度、症候等について）

• 遅発性を否定、変動性を否定。

• 集団発生した中毒性疾患としての認識の欠如。（→ 診断法についての知識の欠如）

国側証人等として、水俣病裁判に、
意見書提出、証言をした神経内科専門医ら

椿忠雄名誉教授、新潟大学 （1985/4/8、5/27、熊本地裁で証言）

井形昭弘名誉教授・元学長、鹿児島大学 （1988年、大阪高裁で証言）

臼杵扶佐子医師、国立水俣病総合研究センター （2009/12/21、熊本地裁に意見書提出）

中村政明医師、国立水俣病総合研究センター （2010/10/14、12/14、福岡高裁で証言）

川井充医師、国立病院機構東埼玉病院 （2013/10/30、熊本地裁で証言）

濱田陸三医師、鹿児島医師 （2020/10/30、熊本地裁、2020/11/6、大阪地裁で証言）

松浦英治准教授、鹿児島大学 （2019/7/29、福岡高裁、2020/10/9、大阪地裁、2023/6/26、新潟地裁で証言）

山本悌司名誉教授、福島県立医科大学 （2019/7/19、福岡高裁、2021/5/21、熊本地裁で証言）

内野誠名誉教授、熊本大学 （2020/12/21、熊本地裁で証言）

水澤英洋名誉教授、東京医科歯科大学 (2022/8/3、熊本地裁で証言)

高昌星院長、社会医療法人城西医療財団城西病院 (2022/9/7、熊本地裁で証言)

西澤正豊名誉教授、新潟大学 (2023/1/24、新潟地裁で証言)

松尾秀典特命副院長、独立行政法人国立病院機構長崎病院 (2023/2/28、新潟地裁で証言)

長谷川修名誉教授、横浜市立大学 （2023/3/31、東京地裁に意見書提出）

観察 記録 情報・データの分析 法則性の導出

発表・論文化
議論・定説化

病気を明らかにする道筋

45 46

47 48
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患者が存在して、はじめて病気がわかる

患者 医師 医学
情報収集

診断・治療・予防 知識・学習

分析・統合

未知の病気の場合

患者
情報収集

診断・治療・予防 知識・学習

分析・統合

問診・診察・検査
（構築されていく体系）

未知の体系

未知の病気の場合（体系構築期）

患者
情報収集

診断・治療・予防 知識・学習

分析・統合

問診・診察・検査
（構築されていく体系）

体系の構築
（未知→既知）

私たち民間医師団がやってきたこと

患者 医師 医学検診
地域医療

治療･リハビリ･救済
水俣病の教訓の発信

水俣病共通診断書
診断総論、その他

水俣病医学の構築
健康被害の解明

49 50

51 52
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国と国側専門家が水俣病でやってきたこと

患者 医師 医学情報収集の拒否
症状・感覚所見を調査せず
水俣病=社会病･補償の為の病気
(医学の対象としないの意…椿)

診断･治療･予防
患者放置
水俣病の教訓を生かせず
環境汚染･健康破壊の繰り返し

知識･学習
水俣病=ハンター・ラッセル(徳臣)、水俣病は診断困難(椿)
日本神経学会理事会の回答にみる誤謬と無知
神経内科の教科書に水俣病･感覚障害の情報が欠落

研究しない
記録しない・発表しない・させない
研究せずに「定説がない」と述べる
研究者を環境省が「囲む」

患者不在
調査の拒否
疫学調査の拒否
症状・感覚所見を無視

厚労省

環境省

福岡高裁

日本神経学会理事会

日本神経学会の一般会員

国民・患者

2018/5/7 
照会

要望書 再要望書

20年1/14
20年11/28
22年5/27

2019年
4/10 4/25

5/20 6/10
ゼロ
回答

2018/5/10 
回答

2018/10/31 
書証提出

2019/1/16
西日本新聞報道

プロジェク
トチーム

ブラック・ボックス

日本神経学会の「環境省からの照会に対する回答」
問題の経過（判明しているもの）

無
回
答

告
知
な
し

2018/1/26、日本神経学会理事会で継続審議
2018/4/14、日本神経学会理事会で決定

2018/6月
人事交流提案

3度の撤回要望書

2024年5月現在

無
回
答

無
回
答

共通診断書の診断基準

魚介類を介したメチル水銀の曝露歴があり、
A) 四肢末梢優位の表在感覚障害を認めるもの。（蓋然性確率：藤野100%、

精神神経学会99%以上）
B) 全身性表在感覚障害を認めるもの。 （立津99%、藤野100%）
C) 舌の二点識別覚の障害を認めるもの。
D) 口周囲の感覚障害を認めるもの。 （立津96.2%、藤野100%）
E) 求心性視野狭窄を認めるもの。 （藤野92.5%、立津96.5%）
F) 上記A～Eに示す身体的な異常所見を認めないものの、魚介類を介した

メチル水銀の濃厚な曝露歴があり、メチル水銀によるもの以外に原因が
考えられない、大脳皮質障害と考えられる知的障害、精神障害、または
運動障害を認めるもの。

53 54

55


